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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、書面交

付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書

面）への記載を省略しております。

2023年５月８日

株主各位

第41期定時株主総会の招集に際しての

電子提供措置事項

業務の適正を確保するための体制

連結計算書類における連結注記事項

計 算 書 類 に お け る 注 記 事 項

第41期
（2022年３月１日から2023年２月28日まで）

株 式 会 社 　 壱 番 屋
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の

業務の適正を確保するための体制（以下、内部統制システムという。）についての決定内容

の概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役、使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

① 役職員が法令・定款、当社の経営理念を順守し、健全な社会規範の下にその職務を

遂行すること（以下、コンプライアンスという。）を徹底するため、役職員の職務

遂行上の行動規範（壱番屋企業行動憲章）を制定する。

② 取締役の中からコンプライアンス統轄責任者を選任する。コンプライアンス統轄責

任者は、コンプライアンスの取り組みを全社横断的に統轄し、必要に応じ研修の実

施、規程・マニュアルの作成等を行う。

③ 内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスの状況に十分留意した内部

監査を行う。

④ コンプライアンスに関し問題のある行為等について、内部通報を行う体制を整備す

るため、内部通報規程を制定する。

⑤ 監査等委員は会社のコンプライアンスに問題があると認められるときは、意見を述

べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 文書管理規程を制定し、取締役の職務執行に係る情報は、同規程に従い文書（電磁

的媒体を含む。）に記録し、保存する。

② 取締役は、必要に応じそれらの文書を閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 取締役の中からリスク管理統轄責任者を選任する。リスク管理統轄責任者は、損失

の危険の管理（以下、リスク管理という。）の取り組みを全社横断的に統轄し、必

要に応じ研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行う。

② 不測の事態が生じた場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、事態に応じ

た迅速かつ適切な対応が取れるよう、速やかに体制を整える。

③ 監査室は、リスク管理の状況に十分留意した内部監査を行う。

④ 監査等委員は会社のリスク管理に問題があると認められるときは、意見を述べると

ともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役の職務の効率性を確保するため、組織規程及び権限規程を制定し、取締役の

職務分担及び権限を明確にする。

② 定例取締役会を月１回開催する他、経営の重要事項に関する取締役間の協議及び情

報共有を行うため、常勤取締役及び監査等委員他をメンバーとする経営会議を週１

回開催する。
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業務の適正を確保するための体制

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 取締役の中から子会社毎に担当取締役を選任する。子会社の担当取締役は、その自

主性を尊重しつつ、職務遂行上の行動規範（壱番屋企業行動憲章）の浸透、効率的

な業務遂行、コンプライアンス、リスク管理の徹底を図るよう、必要に応じ助言・

指導を行う。

② 当社及び子会社から成る企業集団の管理体制を整備するため、関係会社管理規程を

制定する。また、内部監査の対象に子会社を含めることとする。

③ 監査等委員は子会社の管理体制に問題があると認められるときは、意見を述べると

ともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の当社の他の取締役

（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査等委員の職務を補助し、職務執行を支援するため、監査等委員会事務局を設置

する。監査等委員会事務局は、監査等委員の指揮命令に従って業務を行うものとす

る。

② 監査等委員会事務局メンバーの人事考課、人事異動、懲戒処分については、監査等

委員会の同意を得た上で決定する。

(7) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告

に関する体制

① 取締役会規程の他、経営会議規程を制定し、経営上の重要事項については取締役会

及び経営会議にて審議及び報告することとし、監査等委員会委員長は経営会議に出

席して情報の収集にあたり、その内容を把握することとする。

② 監査等委員会は、内部監査の実施状況の報告を監査室より受けることとする。ま

た、役職員等からの内部通報の内容について、コンプライアンス統轄責任者より報

告を受ける他、直接、内部通報を受けられる体制を整備する。

③ 監査等委員会に前項の報告を行ったものに対し、当該報告を行ったことを理由とし

て不利益な取り扱いを行うことは、内部通報規程により禁止する。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 定例監査等委員会を月１回開催し、必要に応じ臨時監査等委員会を開催する。

② 監査等委員会と監査室及び会計監査人は、定期的に会合を設け、監査関連情報の交

換等を行う。

③ 社長と監査等委員会は、必要に応じて会合を設け、会社が対処すべき課題、監査等

委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて

必要と判断される要請等を行う。

④ 監査等委員は、職務の執行に必要な費用について、当社に請求することができ、当

社は当該請求に基づき支払を行う。
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業務の適正を確保するための体制

上記の内部統制システムの運用状況は、以下のとおりです。

・壱番屋企業行動憲章のもと、社内ホームページや社内報等を用いて、経営理念の浸透

や法令順守への理解の向上を図る取り組みを行っている他、有効な内部通報体制の整

備や、監査等委員会及び監査室による監査によって、コンプライアンスの水準を維

持・向上させるよう努めております。

・リスク管理体制としまして、モニタリング機能を持つ本部各部署にて収集されたリス

ク情報が、速やかにリスク管理統轄責任者に集約されることとなっており、その情報

をもとに、迅速かつ適切な対応が取れるように努めております。

・子会社を含めた企業集団における業務の適正を確保するために、子会社を担当する取

締役が毎月会議を開催し、タイムリーな情報収集を行いながら適切な業務遂行やリス

ク管理の状況について、情報の共有に努めるとともに、必要に応じて対策を講じてお

ります。

・監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するために、定例の監査等委員会を

開催している他、監査室や会計監査人との情報交換や代表取締役社長との会合を行っ

ております。

　　なお、上記以外の内容につきましても、不断の見直しによって継続的に改善を図

り、より適正かつ効率的な体制となるよう努めております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 ８社

・連結子会社の名称 壱番屋レストラン管理(中国)有限会社

壱番屋国際香港有限会社

イチバンヤＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ

イチバンヤインターナショナルＵＳＡ ＩＮＣ.

株式会社大黒商事

台湾壱番屋株式会社

イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.

壱番屋香港有限会社

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法を適用した非連結子会社及び関連会社数

 　該当事項はありません。

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・関連会社の数 ２社

・関連会社の名称 イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社

イチバンヤＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ

・持分法を適用しない理由 上記２社は当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社である壱番屋レストラン管理(中国)有限会社、壱番屋国際香港有限会社、イ

チバンヤＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ、イチバンヤインターナショナルＵＳＡ ＩＮＣ.、株式会社

大黒商事、台湾壱番屋株式会社、イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.及び壱番屋香港有限会社の決

算日は12月31日であります。

　連結計算書類の作成に当たっては、決算日現在（2022年12月31日）の計算書類を使用し

ております。ただし、2023年１月１日から連結決算日2023年２月28日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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連結注記表

ａ.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ｂ.棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・原材料・仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

ａ.有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法

ただし、当社は、1998年６月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備並びに構築物については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び運搬具 ２～12年

ｂ.無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内

における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

ｃ.リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が2008年５月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

ｄ.長期前払費用 定額法

③　重要な引当金の計上基準

ａ.貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

ｂ.賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支

給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上して

おります。
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連結注記表

ｃ.株主優待引当金 当社は、株主優待券の利用による費用負担に備える

ため、株主優待券の利用実績率に基づき、当連結会

計年度末における将来の株主優待券利用見込額を計

上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法

ａ.退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ｂ.数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(３年間）により、主として定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。

ｃ.未認識数理計算上の差異の会計処理方法

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ

の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑤　収益及び費用の計上基準

ａ.直営店売上

直営店売上は、当社及び連結子会社の直営店舗に来店する顧客からの注文に基づ

くサービスを提供することによる収益であります。当該サービスの提供による収

益は、顧客へ料理を提供し、対価を受領した時点で履行義務が充足されることか

ら、当該時点で収益を認識しております。

ｂ.フランチャイズ加盟店（以下、ＦＣ店という）向け売上

ＦＣ店向け売上は、当社及び連結子会社における、ＦＣ店に対する食材等の販売

による収益であります。

食材等の販売による収益については、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務が

充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

⑥　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しており

ます。

⑦　のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却方法については、個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数（７

年）で均等償却しております。
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連結注記表

(5) 追加情報

　新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、徐々に回復するものの当連結会計年

度以降も、一定の影響が継続するという前提に基づいて、固定資産の減損損失の判定、繰

延税金資産の回収可能性の判定等の会計上の見積りを行っております。

　なお、新型コロナウイルス感染症による影響は不確定要素が多く今後の状況によって

は、当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

２．会計方針の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項

及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44－２項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に

わたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース

債務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「その他」に含まれる「リース債務」は381,424千円であります。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「固定資

産売却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「固定資産売却損」は5,706千円でありま

す。
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（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 店舗

建物及び構築物 4,844,872 839,176

機械装置及び運搬具 687,188 9,939

土地 5,375,658 446,081

リース資産 702,255 691,408

その他 585,195 116,031

有形固定資産合計 12,195,170 2,102,638

４．会計上の見積りに関する注記

株式会社壱番屋の店舗等に係る固定資産の減損

(１)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(２)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、店舗を基本単位とした資産の

グルーピングを行っております。

　各店舗において２期連続営業損失が発生した場合及び来期２期連続営業損失が発生する

見込みである場合、あるいは、店舗閉鎖または店舗譲渡の意思決定を行った場合等に減損

の兆候を識別しており、店舗から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価

額を比較した結果、当該割引前キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った店舗について帳

簿価額を回収可能価額（正味売却可能価額か使用価値のいずれか高い価額）まで減額し、

株式会社壱番屋の店舗等に係る固定資産につき減損損失73,494千円を認識しております。

　割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、当連結会計年度を含む営業損益実

績を基礎とした将来損益予測に基づき見積っております。新型コロナウイルス感染症の影

響については少なくとも2024年２月期までは一定の影響が継続するものと仮定しておりま

す。

　新型コロナウイルス感染症の収束時期等の主要な仮定や経済条件の不確実性に伴う原材

料価格及び人件費並びに諸経費の変動等の影響に関連する仮定の変動によって、将来キャ

ッシュ・フローの見直しが必要になった場合は、翌連結会計年度において、減損損失を認

識する可能性があります。

５．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 　　 18,013,407千円

(2) 保証債務

　　　加盟店の金融機関借入の保証　　　　　　　　　  45,647千円

　また、上記以外に加盟店の不動産賃貸借契約について、１件の家賃の債務保証を行

っております。
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株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 31,926,000株 －株 －株 31,926,000株

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 13,637株 78株 6,879株 6,836株

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年４月６日
取 締 役 会

普通株式 1,276,494 40 2022年２月28日 2022年５月９日

2022年10月５日
取 締 役 会

普通株式 1,276,768 40 2022年８月31日 2022年11月18日

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

202 3年４月５日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 1,276,766 40 2023年２月28日 2023年５月16日

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。
また、普通株式の自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬の付与による自己株
式の処分によるものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの
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（単位：千円）

連結貸借対照表
計　　上　　額

時価（※２） 差 額

① 投 資 有 価 証 券 371,360 371,360 －

② 差 入 保 証 金 4,495,207

貸　倒　引　当　金（※１） △1,553

4,493,654 4,335,301 △158,352

資 産 計 4,865,014 4,706,661 △158,352

① リ ー ス 債 務 743,523 713,421 △30,102

② 長 期 預 り 保 証 金 3,540,954 3,510,417 △30,536

負 債 計 4,284,478 4,223,838 △60,639

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については主に短期的な安全性の高い金融資産に限定してお

り、また、資金調達については主に短期の銀行借入により調達し、大型設備投資が発生し

た場合等は、必要に応じ長期借入にて資金調達する方針であります。また、デリバティブ

取引は行わない方針であります。

　営業債権について、受取手形による回収は行いません。売掛金については、主に当社グ

ループにおけるフランチャイズチェーンに加盟しているオーナーが対象であり、取引先の

信用リスクに晒されております。

　当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、営業本部を中心に残高管

理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま

す。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上

の関係を有する企業の株式であり、重要性に応じて時価情報等を経営会議に報告しており

ます。

　また、財務状況の把握や取引状況等を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　営業債務について、支払手形による支払は行いません。買掛金については原則１ヶ月の

支払期日です。

　また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金運用計画を作成・

更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2023年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、市場価格のない株式等については含まれておりません。

（（※４）参照）

（※１）差入保証金に対する貸倒引当金を控除して記載しております。

（※２）投資有価証券を除く項目につきましては、「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号）に基づき算定された時価であり、市場取引等における時価ではありませ

ん。
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（単位：千円）

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非 上 場 株 式 1,200

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

株式 371,360 － － 371,360

資産計 371,360 － － 371,360

（※３）現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等については、短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（※４）市場価格のない株式等は「資産①投資有価証券」には含めておりません。当該金融商

品の連結貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、

活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負

債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、

レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定

した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベル

に時価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表計上額している金融商品

（単位：千円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 4,335,301 － 4,335,301

資産計 － 4,335,301 － 4,335,301

リース債務 － 713,421 － 713,421

長期預り保証金 － 3,510,417 － 3,510,417

負債計 － 4,223,838 － 4,223,838

（単位：千円）

種 類
連結貸借対照表
計　　上　　額

取得原価 差 額

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超 え る も の

(1) 株 式 371,360 293,728 77,631

(2) 債 券 － － －

(3) そ の 他 － － －

小計 371,360 293,728 77,631

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超 え な い も の

(1) 株 式 － － －

(2) 債 券 － － －

(3) そ の 他 － － －

小計 － － －

合計 371,360 293,728 77,631

②　時価で連結貸借対照表計上額している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。なお、投資有価証券はその他

有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額

は以下のとおりであります。

差入保証金

各契約ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用リスク

を加味した利率をもとに割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類し

ております。

リース債務

元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率をもとに、割引

現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期預り保証金

元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率をもとに、割引

現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：千円）

用途
連結貸借対照表計上額

当連結会計年度末の時価
当連結会計年度期首残高当連結会計年度増減額当連結会計年度末残高

店 舗 2,069,121 △52,070 2,017,051 1,217,367

事 務 所 357,700 125,136 482,837 355,703

住 宅 512,529 △5,847 506,681 424,932

合計 2,939,351 67,218 3,006,570 1,998,003

（単位：千円）

用 途 賃貸収益 賃貸原価 差額 その他

店 舗 718,542 568,564 149,978 △4,473

事 務 所 96,894 69,309 27,585 -

住 宅 58,956 50,900 8,055 -

合 計 874,393 688,774 185,618 △4,473

（単位：千円）

当連結会計年度

直営店売上高 15,367,240

ＦＣ店向け売上高 32,210,141

その他 709,611

顧客との契約から生じる収益 48,286,993

その他の収益 -

外部顧客との売上高 48,286,993

８．賃貸等不動産に関する注記

　当社グループでは、全国に賃貸店舗や賃貸事業所及び賃貸住宅を所有しております。

2023年２月期における当該賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計年度

増減額及び時価は、次のとおりであります。

（注）1.　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除

した金額であります。

2.　当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は事務所資産の新規賃貸等129,878千円

であり、主な減少額は減価償却費90,414千円であります。

3.　当連結会計年度末の時価については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定

した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

　また、賃貸等不動産に関する2023年２月期における損益は、次のとおりであります。

（注）1.　賃貸収益とこれに対応する賃貸原価（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）

は、それぞれ「営業外収益　受取家賃」及び「営業外費用　賃貸費用」に計上されて

おります。

2.　店舗の（その他）は減損損失であり、「特別損失」に計上されております。

９．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

①直営店売上

　直営店売上は、当社及び連結子会社の直営店舗に来店する顧客からの注文に基づくサー

ビスを提供することによる収益であります。当該サービスの提供による収益は、顧客へ料

理を提供し、対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認

識しております。各月の収益として計上された金額は、利用者により選択された決済手段

に従って、クレジット会社等が別途定める支払い条件により履行義務充足後、短期のうち

に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

②ＦＣ店向け売上

　ＦＣ店向け売上は、当社及び連結子会社における、ＦＣ店に対する食材等の販売による

収益であります。

　食材等の販売による収益については、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務が充足さ

れることから、当該時点で収益を認識しております。約束された食材等の販売に関する取

引の対価は、商品の引き渡しから概ね１ヶ月以内に受領しており、対価の金額に重要な金

融要素は含まれておりません。

③その他売上

　その他売上は、主として当社及び当社グループが監修した製品に関する商標等の利用に

伴うライセンス収益及びＦＣ店から受領した加盟金による収益であります。

　ライセンス収益については、ライセンス先の企業が当社監修製品を販売することから生

じており、ライセンス先の企業における売上を算定基礎として測定し、その発生時点を考

慮して収益を認識しております。約束された対価は履行義務の充足時点から概ね１ヶ月で

受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

　加盟金による収益については、当社及び当社グループがＦＣ店に対して、運営ノウハウ

の提供等の履行義務を負っており、当該履行義務はＦＣ店の加盟期間にわたって充足され

ると考えられることから、当該対価の受領時に契約負債として計上し、フランチャイズ平

均加盟期間に従い一定期間にわたって収益を計上しております。なお、対価の金額に重要

な金融要素は含まれておりません。

(3) 契約負債の残高等

　契約負債は、主にＦＣ店の加盟期間にわたって収益を認識するＦＣ店との加盟契約時に

受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されま

す。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

は、64,670千円であります。

　契約負債の増減は、前受金の受領による増加及び収益認識により生じたものでありま

す。
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（単位：千円）

当連結会計年度

（2023年２月28日）

１年内 46,939

１年超 184,429

合計 231,368

(1) １株当たり純資産額 957円78銭

(2) １株当たり当期純利益 79円54銭

(4) 残存履行義務に配分した取引価格

　当連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が

見込まれる期間は以下のとおりであります。

　なお、当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たって実

務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年内の契約、及び売上高に基づくラ

イセンス収益については、注記の対象に含めておりません。

１０．１株当たり情報に関する注記

１１．重要な後発事象に関する注記

（企業結合関係）

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　株式会社竹井

事業の内容　　　　飲食店の経営

②企業結合を行った主な理由

　当社は、カレーハウスCoCo壱番屋をはじめとする外食事業を、国内外で1,455店舗（2023年

２月28日時点）展開しており、既存店舗の活性化に加えて、新たな業態を開発・育成していく

ことでグループ力の強化と企業価値の向上を図ることを経営課題のひとつとしております。

　一方、株式会社竹井は、濃厚豚骨魚介つけ麺を関西に広めたといわれる「麺屋たけ井」を京

都・大阪で８店舗経営しております。創業者の竹井光一氏は、ゼロから店舗を立ち上げ、理想

の味を追い求めて日々の努力と研鑚を積み重ねて、関西のみならず全国からファンが訪れるほ

どの有名店に育て上げてこられました。

　今後の更なる発展を目指すにあたって、竹井氏にとっても共感できる経営理念を掲げて国内

外の店舗展開を進めてきた当社とタッグを組むことで、より安定的な経営と従業員にとっての

将来の安心を実現していけるとの考えから、当社とともに成長を目指すという決断をされまし

た。

　当社といたしましては、「麺屋たけ井」の商品力や成長性が極めて高いものであり、当社の

企業価値の向上に繋がるものであると判断し、株式会社竹井を子会社としてグループに招き入

れることといたしました。
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③企業結合日

　2023年３月28日

④企業結合の法的形式

　現金を対価とする株式の取得

⑤結合後企業の名称

　変更はありません。

⑥取得した議決権比率

　100％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

　当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　　　　　　　　現金　　　　　　　　　1,128,400千円

取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,128,400千円

(3) 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

　現時点では確定しておりません。

(4) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳

　現時点では確定しておりません。
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ａ.市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

ｂ.市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

①　商品･製品･原材料･仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下による簿価切下げの方法により算定）

③　リース資産 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする

定額法

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

②　その他有価証券

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

②　貯蔵品 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年６月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備並びに構築物については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ２～60年

機械及び装置 ２～12年

②　無形固定資産 定額法

（リース資産を除く） なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内

における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

④　長期前払費用 定額法
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(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支

給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しており

ます。

③　株主優待引当金 株主優待券の利用による費用負担に備えるため、株

主優待券の利用実績率に基づき、当事業年度末にお

ける将来の株主優待券利用見込額を計上しておりま

す。

④　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日

における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（３年間）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

なお、退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会

計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の

方法と異なっております。

(5) 収益及び費用の計上基準

ａ.直営店売上

　直営店売上は、当社の直営店舗に来店する顧客からの注文に基づくサービスを

提供することによる収益であります。当該サービスの提供による収益は、顧客へ

料理を提供し、対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点

で収益を認識しております。

ｂ.フランチャイズ加盟店（以下、ＦＣ店という）向け売上

　ＦＣ店向け売上は、当社における、ＦＣ店に対する食材等の販売による収益で

あります。

　食材等の販売による収益については、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務

が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

(6) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　　　外貨建金銭債権債務は、当事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。
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（単位：千円）

貸借対照表計上額 店舗

建物 3,827,074 740,999

構築物 282,021 98,176

機械及び装置 565,249 9,939

車両運搬具 925 －

工具、器具及び備品 262,489 100,917

土地 5,375,658 446,081

リース資産 691,408 691,408

建設仮勘定 68,688 15,114

有形固定資産合計 11,073,517 2,102,638

（単位：千円）

当事業年度

関係会社株式 2,612,412

関係会社出資金 649,182

関係会社株式評価損 4,932

関係会社出資金評価損 613,136

２．会計方針の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44－２項に定め

る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわた

って適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

（店舗等に係る固定資産の減損）

(１)当事業年度の計算書類に計上した金額

(２) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　連結計算書類「４．会計上の見積りに関する注記  (２)識別した項目に係る重要な会計

上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりです。

（関係会社株式及び関係会社出資金の評価）

(１)当事業年度の計算書類に計上した金額

(２) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　市場価格のない株式等である関係会社株式及び関係会社出資金の評価にあたっては、当

該株式及び出資金の実質価値が著しく低下し、かつ回復の可能性が見込めない場合に、減

損処理を行うこととしております。

　回復可能性の判断においては、関係会社の事業計画等に基づき実質価額が取得価額まで

回復するかどうかを検討しております。

　このように、実質価額の評価や回復可能性の判断には経営者の判断が含まれることか

ら、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 16,124,880千円

　加盟店の金融機関借入の保証 45,647千円

短期金銭債権 34,543千円

　　金銭債務 39,700千円

売上高 259,416千円

販売費及び一般管理費 55,667千円

営業取引以外の取引高 985千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 13,637株 78株 6,879株 6,836株

４．貸借対照表に関する注記

(2) 保証債務

　また、上記以外に加盟店の不動産賃貸借契約について、１件の家賃の債務保証を行っ

ております。

(3) 関係会社に対する金銭債権（区分表示したものを除く）

(4) 取締役に対する金銭債務

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業取引以外の取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。
また、普通株式の自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬の付与による自己株
式の処分によるものであります。
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繰延税金資産

未払事業税 32,942千円

貸倒引当金 656千円

減価償却費 62,550千円

のれん 3,310千円

賞与引当金 85,111千円

退職給付引当金 346,137千円

長期未払金 12,096千円

減損損失 768,560千円

資産除去債務 129,167千円

契約負債 46,795千円

関係会社出資金評価損 186,822千円

その他 130,791千円

小計 1,804,943千円

評価性引当額 △ 743,679千円

繰延税金資産合計 1,061,264千円

繰延税金負債

建設協力金 △ 512千円

その他有価証券評価差額金 △ 23,654千円

資産除去債務に対応する費用 △ 40,426千円

繰延税金負債合計 △ 64,593千円

繰延税金資産の純額 996,670千円

７．税効果会計に関する注記

　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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取得価額相当額(千円) 減価償却累計額相当額(千円) 期末残高相当額(千円)

建 物 28,220 26,312 1,908

１年内 1,370千円

１年超 841千円

合計 2,211千円

支払リース料 1,635千円

減価償却費相当額 1,411千円

支払利息相当額 45千円

(1) １株当たり純資産額 944円29銭

(2) １株当たり当期純利益 70円46銭

８．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか下記の所有権移転外ファイナンス・リース取引が

あります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっております。

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号）の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

９．関連当事者との取引に関する注記

　　　該当事項はありません。

１０．収益認識に関する注記

　連結計算書類「９．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しております。

１１．１株当たり情報に関する注記

１２．重要な後発事象に関する注記

　連結計算書類「１１．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているた

め、注記を省略しております。
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